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韓国・忠清大学ホームステイ参加者を募集します！韓国・忠清大学ホームステイ参加者を募集します！
　市では、韓国・忠清大学と人材の育成や学術・文化交流などの官学協同
に関する協定を結んでいます。そこで今回、韓国でのホームステイ参加者
を次のとおり募集します。韓国の文化や人との交流に興味のある人は、こ
の機会にぜひご応募ください。
■対　象＝市内在住の昭和47年４月２日から平成４年４月１日生まれの人
（市内出身の学生は市外在住でも可）。
■募集人数＝10人（応募多数の場合は抽選となります）。
■日程・内容＝８月18日㊍～同21日㊐（３泊４日）。韓国の生活体験やホ
ストファミリーとの交流を行います。
■必要経費＝交通費（約８万円程度。※天草エアライン利用の場合）、食費（昼
食のみ負担。約３千円程度）など。
　※現段階での目安です。詳細については、後日参加者へ連絡します。
■応募方法＝７月29日㊎（必着）までに、ハガキかＦＡＸ㉔3501（住所、氏名、
年齢、職業〔学生の場合は学校名〕、電話番号を記入）で、〒863－8631（住
所記載不要）天草市役所・企画課（忠清大学ホームステイ募集係）へお
申し込みください。

【問い合わせ先】本庁・企画課企画調整係（内線1316）

【問い合わせ先】本渡年金事務所☎㉔2112

～誕生月に「ねんきん定期便」が届きます～
　日本年金機構では、より身近でわかりやすい年金を目ざ
して、国民年金と厚生年金の被保険者に対して、誕生日の
月（１日生まれの人は前月）に「ねんきん定期便」を送付
しています。
　同定期便には①年金加入記録②年金見込額③直近１年の
保険料納付状況などの情報が同封されており、35歳と45
歳、58歳の人に対しては④年金加入履歴があわせて送ら
れてきます。
　この内容を十分確認し、「もれ」や「誤り」があった場合は、
必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送してください。
訂正がない場合は、回答の必要はありません。
　「ねんきん定期便」について不明な点がありましたら、
日本年金機構・本渡年金事務所へご相談ください。

　各地区の人権擁護委員の皆さんが、
人権問題や家庭問題、金銭問題など
の相談に応じます。相談は無料で、
秘密は固く守られます。
　お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】
天草人権擁護委員協議会
（熊本地方法務局天草支局内）☎㉒2467

特設人権相談所を開設

と　き と　　こ　　ろ

※時間はいずれも、午前10時から午後３時
まで。

８/１㊊

８/５㊎

一町田公民館（河浦町）

牛深総合センター

■個人情報保護条例の運用状況

情報公開条例と個人情報保護条例の運用状況のお知らせ

【問い合わせ先】本庁・総務課総務法制係（内線1215）

　市では、透明性の高い市政運営と市民参加に
よる“より開かれた市政”の実現を目ざして、「情
報公開条例」と「個人情報保護条例」を施行し
ています。これらの条例では、行政文書の公開
請求の件数や処理状況などを年１回公表するこ
ととしています。
　今回は、平成22年度分のそれぞれの運用状況
についてお知らせします。

※「請求件数」とは、公開請求の対象となる書類別の
件数です。例えば、領収書や支出伝票などをそれぞ
れ個別に１件として数えたものです。

■情報公開条例の運用状況

①行政文書の公開請求の件数と処理状況

②不服申立て件数…０件
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②不服申立て件数…０件
③個人情報取扱事務の件数とその増減

①自己情報の開示請求の件数と処理状況
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実施機関名 年度当初件数 増加件数 減少件数 登録件数
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